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   令和８年度 

奈良県・市町村土木職員採用共同試験案内 

                                       令和８年７月６日 

                     大和高田市・斑鳩町・安堵町・川西町・吉野町・下市町・天川村 

野迫川村・川上村・奈良県広域水道企業団・奈良県人事委員会 

 

受  付  期  間 

第１次試験日 

第１次試験会場 

：令和８年７月６日（月）午前９時～８月３０日（日）午後５時 

：令和８年９月２７日（日） 

：奈良県立大学 

【試験に関する問い合わせ】 
  奈良県人事委員会事務局 

所在地：〒６３０-８１３３ 

    奈良市大安寺１-２３-２ 奈良県キャリアサクセスヴィレッジ３階 

ＴＥＬ：０７４２-８１-８０３３ 

受 付：平日午前９時～午後５時（※正午から午後 1時までを除く） 
 
奈良県職員採用情報サイト［県・市町村土木職員採用共同試験］  

   https://www.pref.nara.lg.jp/site/narakensaiyou/shiken/r8/dobokukyoudou.html 
 

～試験の特徴～ 

□ この試験は、奈良県内の９市町村（大和高田市・斑鳩町・安堵町・川西町・吉野町・下市町・天

川村・野迫川村・川上村）、奈良県広域水道企業団と奈良県が土木技術職員を採用するために共

同で行う試験です。 

 

 

 

 

 

 

□ 採用を志望する自治体を、最大第３志望まで選択して受験の申込みができます。（詳細は、 

 Ｐ１０「６ 受験手続」を確認してください。） 

□ 第１次試験は、筆記試験の成績順に、選択した志望自治体を優先し、各自治体の合格者を決定し

ます。第１志望の自治体で不合格となっても、第２志望又は第３志望の自治体で合格となること

があります。 

□ 第２次試験以降の試験は、各自治体の第１次試験合格者に対して当該自治体が個別に実施します。 

－後期日程（Ｓｅｃｏｎｄ Ｃｈａｎｃｅ）－ 

□ 第２次試験の機会は、「前期日程」･「後期日程」の最大２回あり、「前期日程」で不合格となっ

ても、「後期日程」で他の自治体に合格となる場合があります。 

※ 後期日程は実施しないことがあります。詳細は、Ｐ２「試験の概要」を確認してください。 

【土木職員（土木技術職員）とは】 

各自治体において、土木に関する専門的な知識や技術等の能力を生かして、道路、橋梁、上下水

道といった公共建造物の設計・施工、維持管理、修繕、まちづくりといった土木に関する専門的な

行政事務に従事します。 

また、各自治体の地理的特性による業務や風水害等への緊急対応に従事することがあります。 

https://www.pref.nara.lg.jp/site/narakensaiyou/shiken/r8/dobokukyoudou.html
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【試験の概要】  ※重要ですので、必ずよく読んでください。 

＜１＞ 前期日程と後期日程（Ｓｅｃｏｎｄ Ｃｈａｎｃｅ）について 

９月２７日（日）に実施する第１次試験（筆記試験）を受験すると、前期日程（第１次及び第２次試

験）で不合格となっても、筆記試験の成績により後期日程第１次試験で合格し、各自治体が実施する第

２次試験を受験できる場合があります。 

ただし、前期日程と後期日程で同じ自治体に第１次試験合格となることはありません。 

  

注

意 

● 後期日程は、前期日程において各自治体の採用予定人数を確保できなかった場合で、かつ

必要と判断した場合にのみ実施しますので、後期日程に参加しない自治体があります。 

● 後期日程に参加する自治体がない場合は、後期日程は実施しません。 

● この試験案内で「第２次試験」とは、各自治体の最終合格者を決定する試験を指します。

自治体によっては、最終試験として第３次試験等を実施する場合があります。 

 

［前期日程と後期日程の流れ］ 

① 受験者は、９月２７日（日）に実施する第１次試験（筆記試験）を受験します。 

② 筆記試験の成績順に志望自治体を優先し、各自治体の前期日程第１次試験合格者を決定します。 

③ 前期日程第１次試験合格者は、合格となった各自治体の前期日程第２次試験を受験します。 

④ 各自治体は、前期日程第２次試験受験者の中から、最終合格者を決定します。 

（以下、後期日程を実施する自治体がある場合） 

⑤ 県人事委員会事務局は、後期日程の受験対象者に対し、後期日程を実施する旨を通知し、受験の意

思及び志望自治体の確認を行います。                            

※ 前期日程第１次試験で合格となった自治体を後期日程で再び志望することはできません。 

⑥ 後期日程を受験する意思を示した方を対象に、筆記試験の成績順に志望自治体等を優先し、各自治

体の後期日程第１次試験合格者を決定します。 

⑦ 後期日程第１次試験合格者は、合格となった各自治体の後期日程第２次試験を受験します。 

⑧ 各自治体は、後期日程第２次試験受験者の中から、最終合格者を決定します。 

 

［試験実施のイメージ図］ ※ 図中の①～⑧は上記と対応しています。 

 
※ 前期日程で最終合格者となっても、令和８年 12月 18日（金）正午までに最終合格した自治体に辞退届を提出した場

合、後期日程受験対象者となります。 
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＜２＞ 後期日程第１次試験の受験対象者 

  後期日程の第１次試験は、９月２７日（日）に実施する第１次試験（筆記試験）を受験した方で、次

の①～④のいずれかに該当する方を対象とします。 

① 前期日程第１次試験に不合格の方 

② いずれかの自治体の前期日程第２次試験を受験したが、不合格の方 

③ いずれかの自治体の前期日程第１次試験合格者となったが、当該自治体の前期日程第２次試験

を受験しなかった方 

④ 前期日程でいずれかの自治体の最終合格者となった方で、令和８年１２月１８日（金）正午ま

でに採用辞退届を最終合格自治体に提出した方 

   ※ 後期日程に参加する自治体の状況により、上記に該当しても受験対象とならない場合があります。 

 

 

＜３＞ 後期日程を実施する場合の対象者への通知及び手続 

  後期日程を実施する場合、令和８年１２月末頃に後期日程第１次試験の受験対象者に対して、通知し

ます。（県人事委員会事務局から電子メールにて送付予定。） 

  後期日程の受験を希望する方は、上記に同封した「受験意思・志望団体確認書」に必要事項を記入

し、下記方法により提出してください。 

提出書類 受験意思・志望団体確認書 

提出方法 メールにて奈良県人事委員会事務局宛て提出 

提出先 提出先のメールアドレスは、対象者の方に別途お知らせいたします。 

提出期限 

令和９年 1月６日（水）17時 

※ 期限までに提出がない場合、後期日程を受験する意思がないものとみなします。 

※ 期限を過ぎて提出したものは受付しませんのでご注意ください。 

 

 

＜４＞ 第１次試験の合否決定 

 第１次試験合格者は、試験日程（前期・後期）及び試験職種（Ⅰ種・Ⅱ種）ごとに、９月２７日

（日）に実施する第１次試験（筆記試験）の成績順に志望自治体を優先し、決定します。 

 

 

＜５＞ 第２次試験の実施期間 

各自治体は、以下の期間中に個別に第２次試験を実施し、最終合格者を決定します。 

日程 第２次試験実施期間 

前期日程 令和８年１０月３０日（金）～１２月１１日（金） 

後期日程 令和９年 ２月 ２日（火）～ ３月３１日（水） 
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―採用予定のある自治体の紹介―  

土木技術職員の業務内容、給与等の勤務条件・福利厚生等は、 

奈良県職員採用情報サイト又は各市町村のホームページをご確認ください。 

 

 

 

大和高田市 ①人事課    ②大和高田市大字大中 98番地 4  

③0745-22-1101 ④https://www.city.yamatotakada.nara.jp/ 

高田千本桜 

（高田川） 

マスコットキャラクター 

みくちゃん 

本市の将来都市像を「笑顔の花咲くまち大和高田～みんなで奏で

る幸せのハーモニー～」と定め、自然・歴史・文化環境整備と定住環

境の整備を継続しつつ、中心市街地と生活拠点を結ぶ交通ネットワ

ークの形成、再構築に努め、コンパクトで利便性の高いまちの維持・

発展に取り組んでいます。だれもが安心して暮らし続けることがで

きるまちづくりに共にチャレンジしてくれる職員を求めています。 

斑鳩町 ①総務課    ②生駒郡斑鳩町法隆寺西 3丁目 7番 12号 

③0745-74-1001 ④https://www.town.ikaruga.nara.jp/  

斑鳩町役場庁舎 法隆寺とコスモス 
斑鳩町は、世界最古の現存する木造建築群「法隆寺」をはじ

め、数々の歴史的資産が息づく「聖徳太子ゆかりの地」です。

先人が築いた貴重な遺産を次世代へと大切に継承しつつ、少

子高齢化や地域活性化などの課題に対し、柔軟かつ創造的な

発想で挑戦し続けています。 

町民一人ひとりが誇りと愛着を感じられる、心豊かで持続

可能なまちづくりに、共に取り組んでみませんか。 

安堵町 ①総務防災課  ②生駒郡安堵町大字東安堵 958番地 

③0743-57-1512 ④https://www.town.ando.nara.jp/  

勤三桜 

(歴史民俗資料館) 

安堵町役場庁舎 

 

安堵町は、奈良盆地の北西部に位置し、四季を通じて趣のある田

園風景がひろがります。江戸末期より昭和にかけて、大きな功績のあ

る偉人も輩出しており、古の歴史と文化が残る町です。 

本町では将来像に「小さくても キラリ光る 活力あふれるまち あ

んど」を掲げています。 

住民一人ひとりがいきいきと暮らせるまちづくりを目指し、同じ

熱意をもって、まちづくりの課題へ取り組んでいただける職員を求

めております。皆様のご応募をお待ちしております。 

川西町 ①総務課    ②磯城郡川西町大字結崎 28番地の 1 

③0745-44-2211 ④https://www.town.nara-kawanishi.lg.jp/  

 近鉄結崎駅 

 

 

 川西町は大和盆地のほぼ中央に位置し、４つの河川が集結

して大和川に注ぐ水辺の町です。全国トップシェアの地場産

業「貝ボタン」や結崎ネブカの生産地であり、能楽観世流発祥

の地という歴史ある町でもあります。近年は工業団地の誘致

等に注力し、コンパクトな田園都市の機能を備えた緑豊かな

町として発展してきました。 

安心で快適な暮らしを守るため、あなたの力を思う存分発

揮してください。皆様のご応募をお待ちしております。 

 

①担当課   ②役場所在地   ③電話番号   ④ホームページＵＲＬ 

斑鳩町 

野迫川村 

吉野町 

大和高田市 
川上村 

天川村 

安堵町 

川西町 

奈良県広域水道企業団 

下市町 
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吉野町 ①総務課    ②吉野郡吉野町大字上市 80番地の 1 

③0746-32-3081 ④https://www.town.yoshino.nara.jp/index.html  

吉野山の桜 

 

吉野町役場庁舎 

 

吉野町では、まちの将来像として『「ひと」がつながり「ひ

と」が輝き「ひと」が潤う 感動生まれる 吉野町』を掲げ、

吉野町にかかわるあらゆる「ひと」が、このまちの未来が明る

く希望に満ちあふれていると実感し「ワクワクドキドキ」でき

るようなまちづくりを進めていきたいという想いを込めてい

ます。 

吉野町の想いに共感し、何事にもチャレンジ精神をもって粘

り強く取り組める熱意ある職員を募集しています。 

下市町 
①総務課    ②吉野郡下市町大字下市 1960 

③0747-52-0001 ④https://www.town.shimoichi.lg.jp/  

町道道路改良工事 

 

町道新設工事 

 

下市町は、奈良県のほぼ中央に位置し、清流吉野川(紀の川)

の畔、町全体の８０％が山林という自然豊かな町です。大阪か

ら電車で約１時間、橿原からも自動車で約３０分の「便利な田

舎」です。また、公式インスタグラム「GO！しもいち」の登録

者が3,000人を超え、小規模自治体では異例のバズりを見せて

いるなど、新しい取り組みにも力を入れている町です。住民の

皆さんの安心・快適な暮らしのため、皆さんの力をいかしてみ

ませんか？ 

天川村 ① ①総務課    ②吉野郡天川村大字沢谷 60番地 

② ③0747-63-0321 ④https://www.vill.tenkawa.nara.jp/  

天川村役場庁舎 

 

 

みたらい渓谷 天川村は、古くから我が国最初の山岳信仰の聖地として発展し、

自然と一体となった神秘的な景観や文化、歴史を求め多くの人々が

訪れています。 

豊かな自然等を活用した積極的な観光振興を中心に、近年は農林

水産業再興への取り組みを開始し、木質バイオマスを使った温泉、

洞川夏イチゴ生産、トラフグ養殖など、村の魅力の向上を図るため

新たな事業を展開しています。 

野迫川村 
①総務課    ②吉野郡野迫川村大字北股 84番地 

③0747-37-2101 ④https://www.vill.nosegawa.nara.jp/ 

雲海 これもりくん 

つるひめちゃん 

野迫川村は、紀伊半島の南西部に位置し、「世界遺産熊野参

詣道小辺路(こへち)」を擁する風光明媚な山村です。雲海や満

天の星空など四季折々の自然を満喫できます。今後、本村をよ

り便利で快適にするために重要なことが「道路網の整備」です。

そのためには、情熱ある皆さんの力が必要です。野迫川村は皆

さんをお待ちしています。 

川上村 

①総務税務課  ②吉野郡川上村大字迫 1335番地の 7 

③0746-52-0111 ④https://www.vill.kawakami.nara.jp/ 

川上村役場庁舎 歴史の証人 

川上村は、奈良県の南東部に位置し、吉野川・紀の川の源流

地です。 

また、吉野林業発祥の地でもあります。本村は都市にはない

豊かな暮らしを目標に、村民と行政が協働し、自然環境を保全

・共存しながら「水源地の村づくり」を進めています。 

 “仕事のフィールドは大自然” です。あなたの力を思う存分

発揮してください。ご応募お待ちしております。 

 

 

①担当課   ②役場所在地   ③電話番号   ④ホームページＵＲＬ 
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奈良県 
広域水道企業団 

①総務課    ②磯城郡田原本町大字宮古 404番地 7 

③0744-32-1261 ④https://www.union.nara-water.lg.jp/ 

安全で安心な水道水を 

届けます 

 

奈良県広域水道企業団 

団章 

 

「奈良県広域水道企業団」は、奈良県と県内２６市町村が水

道事業等を連携して安全で安心な水道水を皆さんへ届けてい

ます。 

奈良県においても水需要の減少、水道施設の老朽化の進行、

水道事業従事者の技術継承など困難な課題に直面しているた

め、これまで個別に運営されてきた水道事業等と水質検査業務

を統合し、健全で強靭な水道インフラの構築を目指していま

す。暮らしを支える〝安心な水“を守る仲間として、一緒に働

きませんか。 

奈良県 
①人事委員会事務局 ②奈良市大安寺 1丁目 23－2 

③0742-81-8033   ④https://www.pref.nara.lg.jp/ 

高取バイパス 秋篠川 奈良県では、安全・安心で豊かな県土づくりを進めるため、

紀伊半島アンカールートをはじめ幹線道路の整備、橋梁やトン

ネル等の老朽化対策、大和川流域の流域治水、県と市町村が連

携したまちづくりなど様々な事業を推進しています。 

奈良県の新しい１ページにはあなたの力が必要です。 

 

令和８年度奈良県・市町村土木職員採用共同試験を次のとおり行います。 

 
１ 試験職種・各自治体の採用予定人員等 

自治体名 
採用予定人員 

志望自治体の選択方法 
Ⅰ種 Ⅱ種 

奈良県 ― ２人程度 
①試験職種を１つ選択してください。 

②選択した試験職種に属する自治体の中から、 

採用を志望する順に自治体を最大第３志望ま

で選択してください。 

③第１志望～第３志望の自治体を全て選択し、 

 かつ、 第３志望までの自治体以外の自治体 

 でも採用を志望するときに限り、「いずれか 

 の自治体で採用を志望する」を選択すること 

 ができます。 

 

※後期日程の受験希望者は、後期日程に参加する自治体

の中から再度志望自治体を選択できますが、受験申込

の際に選択した試験職種は変更できません。 

※前期日程第１次試験で合格となった自治体を後期日

程で再び志望することはできません。また、後期日

程で「いずれかの自治体で採用を志望する」を選択

していても、前期日程第１次試験で合格となった自

治体の第１次試験合格者となることはありません。 

大和高田市 ２人程度 ― 

斑鳩町 １人程度 ― 

安堵町 １人程度 １人程度 

川西町 ２人程度 ― 

吉野町 １人程度 １人程度 

下市町 １人程度 １人程度 

天川村 １人程度 １人程度 

野迫川村 １人程度 ― 

川上村 １人程度 １人程度 

奈良県広域水道企業団 ― ２人程度 

※採用予定人員は、現時点での見通しですので、変更になることがあります。 
 ※受験者の試験の成績が一定以下の場合は、合格人数が採用予定人員を下回ることがあります。 
 ※採用予定人員は、前期日程・後期日程を合わせた人数です。各自治体が前期日程で採用予定人員を確保できた場合、後期日 
  程は実施しません。また、採用予定人員を確保できない場合でも後期日程を実施しないことがあります。 
 ※奈良県職員採用Ⅰ種試験（技術系分野）【秋実施】、奈良県職員採用Ⅱ種試験及び奈良県市町村立小・中学校事務職員採用

試験との併願はできません。 

①担当課   ②役場所在地   ③電話番号   ④ホームページＵＲＬ 
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２ 受験資格 

（１）次の各試験職種の受験資格に該当する人 

試験職種 受  験  資  格 

Ⅰ 種 平成８年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた人 

Ⅱ 種 平成１７年４月２日から平成２１年４月１日までに生まれた人 

 （２）地方公務員法第１６条各号のいずれにも該当しない人 

・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

・採用を志望する自治体の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、

又はこれに加入した者 

 （３）国籍は問いません。ただし、日本国籍を有しない人については、在留中の活動に制限のない在留資

格を有する人に限ります。 

 

３ 試験日時・試験会場 

試験 種目 試験日時 試験会場 

第１次試験 
教養試験 
専門試験 

９月２７日（日） 
開場：午前８時頃 試験終了：（Ⅰ種）午後２時３０分頃 

              （Ⅱ種）午後２時００分頃 

※詳細は、受験票を送信する際にご案内します。 

奈良県立大学 

（奈良市船橋町１０） 

第２次試験 

口述試験 
論作文試験 
適性検査 

等 

【前期日程】 
令和８年１０月３０日（金）～１２月１１日（金）
の期間中の各自治体が定める日時 
 

自治体 日程 

奈 良 県  

 作文試験・性格検査  １１月５日（木） 

 口 述 試 験  １１月１３日（金） 

大和高田市 
１１月１０日（火）

（予定） 

斑 鳩 町 １１月８日（日） 

安 堵 町 １１月９日（月） 

川 西 町 １１月中旬 

吉 野 町 
１１月８日（日） 

もしくは 

１１月１４日（土） 

下 市 町 １１月中旬頃 

天 川 村 １１月中旬 

野 迫 川 村 １１月上旬～中旬 

川 上 村 １１月中旬 

奈良県広域水道企業団 １１月８日（日） 

  

各自治体で 

定める会場 

【後期日程】 
令和９年２月２日（火）～３月３１日（水）の期間
中の各自治体が定める日時 

※ 第２次試験の日程・会場は各自治体から第１次試験合格者に通知します。 

※ 後期日程は実施しないことがあります。 

 ※ 自治体によっては、第３次試験等を実施することがあります。 
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４ 試験の方法・内容及び合否決定の方法 

（１）第１次試験 

ア 第１次試験は、次のとおり共同で実施します。 

＜Ⅰ種試験＞ 

試験 種目 配点 内容・出題分野 

筆記 

試験 

教養試験 100点 

公務員として必要な一般的知識及び知能について、大学卒業程度で択一式

による試験を行います。４０題出題し、全て必須解答です。  （２時間） 

出題 

分野 

時事、社会・人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、判断推

理、数的推理及び資料解釈に関する能力 

専門試験 100点 

土木の専門的知識及び能力について、大学卒業程度で択一式による試験を

行います。３０題出題し、全て必須解答です。         （２時間） 

出題 

分野 

数学・物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、土木計画（都市計

画を含む。）、材料・施工 

 

＜Ⅱ種試験＞ 

試験 種目 配点 内容・出題分野 

筆記 

試験 

教養試験 100点 

公務員として必要な一般的知識及び知能について、高等学校卒業程度で択

一式による試験を行います。４０題出題し、全て必須解答です。（２時間） 

出題 

分野 

時事、社会・人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、判断推

理、数的推理及び資料解釈に関する能力 

専門試験 100点 

土木の専門的知識及び能力について、高等学校卒業程度で択一式による試

験を行います。３０題出題し、全て必須解答です。    （１時間３０分） 

出題 

分野 

数学・物理・情報、土木構造設計（構造力学、構造設計）、土木基礎

力学（水理学、土質力学）、測量、社会基盤工学、土木施工 

 

イ 第１次試験の合否は、次のとおり決定します。 

   第１次試験合格者は、試験日程（前期・後期）及び試験職種（Ⅰ種・Ⅱ種）ごとに、９月２７日

（日）に実施する第１次試験（筆記試験）の成績順に志望自治体を優先し、決定します。 

日  程 合否決定方法 

前期日程 

○ 教養試験、専門試験の合計得点（200点満点）により、高得点の受験者から順に、

受験者が選択した志望自治体を優先し、各自治体の合格者を決定します。このた

め、第１志望の自治体で不合格となっても、第２志望あるいは第３志望の自治体

で合格となることがあります。 

○ 第３志望までの自治体に不合格となっても、受験申込時に「いずれかの自治体で

採用を志望する」を選択していた場合、第３志望までの自治体以外の自治体で合

格となることがあります。 

※ 自治体によっては、教養試験及び専門試験に合格基準を設ける場合があり、合格

基準に達しない場合は不合格となります。したがって、合計得点及び順位が上位

であっても不合格となる場合があります。 

後期日程 

○ 前期日程と同様の方法により、決定します。 

  ただし、前期日程第１次試験で合格となった自治体がある場合、後期日程では、

当該自治体の第１次試験合否決定の対象とはなりません。 
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（２）第２次試験（Ⅰ種・Ⅱ種試験共通） 

  ア 第２次試験は、次のとおり各自治体が個別に実施します。 

    前期及び後期日程それぞれの期間中に、各自治体が個別に試験を実施し最終合格者を決定します。

ただし、後期日程は、前期日程で採用予定人員を確保できなかった場合で、かつ自治体が必要と判

断した場合に実施します。 
 
＜Ⅰ種・Ⅱ種試験、前期・後期日程共通＞ 

試験種目 配点・内容 

口述試験 

論作文試験 

適性検査 

等 

各自治体によって、実施する試験種目が異なりますので、奈良県職員採用情報サ

イト又は各自治体のホームページ等で確認してください。 

 
  イ 第２次試験の合否（Ⅰ種・Ⅱ種試験、前期・後期日程共通）は、各自治体が、第２次試験の成績に

基づき、各自治体が定める合格基準により決定します。 

 

 

５ 合格発表 
【前期日程】 

区分 時期 方法 

第１次試験 
合格者発表 

令和８年１０月２９日（木） 
午後２時（予定） 

ア 奈良県人事委員会 
奈良県職員採用情報サイトに合格者の受験
番号及び合格先自治体を掲示します。 

イ 各自治体 
  当該自治体の合格者に通知します。 

第２次試験 
合格者発表 

 

 
 

自 治 体  日 程  
奈 良 県 １２月１日（火） 
大和高田市 １１月下旬（予定） 
斑 鳩 町 １１月１８日（水） 
安 堵 町 １１月２０日（金） 
川 西 町 １２月上旬 

吉 野 町 
１１月２０日（金） 

もしくは 
１１月２４日（火） 

下 市 町 １２月上旬まで 
天 川 村 １２月上旬まで 

野 迫 川 村 
１１月下旬～ 

 １２月上旬 
川 上 村 １２月上旬 

奈良県広域水道企業団 １２月９日（水） 

各自治体から当該自治体の合格者に通知しま
す。 

 
 
【後期日程】※ 後期日程を実施する場合に限ります。 

区分 時期 方法 

第１次試験 
合格者発表 

令和９年２月１日（月） 
午後２時（予定） 

ア 奈良県人事委員会 
奈良県職員採用情報サイトに合格者の受験番号
及び合格先自治体を掲示します。 

イ 各自治体 
  当該自治体の合格者に通知します。 

第２次試験 
合格者発表 

各自治体の試験実施後、発表 各自治体から当該自治体の合格者に通知します。 

 



 

 - 10 - 

６ 受験手続 

（１）受付期間・申込方法 

受付期間 ７月６日（月）午前９時～８月３０日（日）午後５時 

申込方法 
「奈良スーパーアプリ」による電子申請（スマートフォンからの申込みも可能） 
※ 奈良スーパーアプリには、奈良県職員採用情報サイトよりアクセスできます。（試験案内 P1に QRコードあり）

※ 奈良スーパーアプリにて申込ができない方は、必ず８月２１日（金）正午までに連絡してください。 
※ 「@office.pref.nara.lg.jp」「@ml-nsa.pref.nara.jp」のドメインを受信できるよう設定してください。 

※ 期間内に申込が完了したものに限り受け付けます。受付最終日はシステムが混み合うおそれがあるほか、申込者の環境 

  によりエラーになる場合もありますので、余裕を持って手続してください。 

※ 同一の受験者から複数の申込があった場合は、最初に行われた申込を有効とします。 

※ 奈良県職員採用Ⅰ種試験（技術系分野）【秋実施】、奈良県職員採用Ⅱ種試験及び奈良県市町村立小・中学校事務職員 

  採用試験との併願はできません。 

 

◎ 志望自治体の選択について（前期・後期日程共通） 

・選択した試験職種のうち、採用を志望する順に第１志望～第３志望の自治体を選択してください。
教養試験及び専門試験の合計得点により、第１志望の自治体で不合格の場合でも第２志望あるい
は第３志望の自治体で合格となる場合があります。 

・第１志望～第３志望の自治体を選択し、かつ、第３志望までの自治体以外の自治体でも採用を志望
するときに限り、「いずれかの自治体で採用を志望する」を選択することができます。 

・志望する自治体が１団体のみの場合は、第２志望以降の自治体を、志望する自治体が２団体の場合
は、第３志望の自治体を選択する必要はありません。 

 

（２）手続きの流れ 

手続きの流れは①～⑥のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）各手続きの注意事項 

項目 内容 

申込登録 

・奈良スーパーアプリへログインするには奈良スーパーアプリのアカウント登
録が必要になります。 

・画面に従って必要事項を入力してください。 

・登録された情報については、人事委員会事務局が実施する業務、合格から入

庁までの間の奈良県を含む各自治体からの連絡及び奈良県を含む各自治体が

実施する採用に関する連絡に利用します。 

・身体障害者手帳などを有する方等で、障害などを理由に受験上の配慮を希望

する場合は、特記事項記入シートを記入し、提出してください。 

※ 申込後、住所等に変更があった場合は、人事委員会事務局まで連絡してください。 

※ 特記事項記入シートは奈良県職員採用情報サイトよりダウンロードしてください。 
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項目 内容 

審査 

・申込日の翌営業日に申込内容を審査します。 

・受理した後は志望自治体及び志望順位の変更を認めません。 

・申込内容に確認の必要があれば通知します。 

・通知を確認いただき、修正が必要な場合はご対応ください。申込締切までに

対応いただけなかった場合は、受験できなくなることがあります。 

・審査の時間の都合上、８月２１日（金）以降に申込を行った場合は、申込内

容に不備があると受験できなくなることがあります。 

・審査完了の通知はありません。マイページにログインし、手続状況一覧画面

で確認できるステータスが「審査済み」もしくは「申請手続完了」となって

いれば審査完了しています。 

受験票の印刷 

申込締切後、１週間程度で受験票発行メールを送信します。受験票を印刷し、

必要事項を記入の上、写真（最近６か月以内に撮影した上半身脱帽正面向縦４

cm、横３cmのもの）を貼って第１次筆記試験当日に持参してください。 

「受験者の皆様へ」 

の印刷 

・第１次筆記試験直前に、当日の試験室の案内や注意事項等を記載した「受験

者の皆様へ」という資料を送信します。試験当日、会場入り口に受付は設け

ませんので、あらかじめご自身の試験室をご確認の上、お越しください。 

・「受験者の皆様へ」は印刷し、第１次筆記試験当日に持参してください。 

 
 

７ 受験上の配慮 

身体障害者手帳等を有する人等で、拡大文字による受験、手話通訳、車椅子の使用等を

希望する場合は、奈良スーパーアプリにて申込登録の際、特記事項記入シートを記入し、

添付してください。併せて、必ず申込期間中に人事委員会事務局まで電話又はお問い合わ

せフォーム（右記ＱＲコード）より連絡してください。 

※ 申込期間中に連絡がない場合は、対応できなくなりますのでご注意ください。 

※ 申出の内容によっては、試験実施上、配慮できない場合もあります。 

※ 職務の専門性から、点字による受験はできません。 

 
 

８ 第１次試験について 

持ち物 

・受験票（写真を貼ったもの） 

・筆記具（ＨＢ又はＢの鉛筆（シャープペンシルも可）数本、黒のボールペン、消しゴ

ム） 

・昼食 

・「受験者の皆様へ」 

アクセス 

 

奈良県立大学のホームページ（右記 QRコード）をご参照ください。 

https://www.narapu.ac.jp/university/access/ 
 

注意事項 

・試験中にスマートフォンなどの携帯電話、タブレット端末、スマートウォッチ、電子

辞書等の電子機器類を操作した場合、操作しなくても身につけていた場合、机の上や

机の中に置いていた場合は、不正行為となるので注意してください。 

・試験会場敷地内は禁煙です。 

・試験会場へは公共交通機関を利用してください。車(自転車含む)の乗り入れは禁止し

ます。 

・試験会場のごみ箱は使用できません。ごみは必ず各自で持ち帰ってください。 

・気温や室温の変化に対応できる服装でお越しください。 

・試験会場への問合せは厳禁です。 

 

お問い合わせフォーム 

アクセス 
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９ 試験結果の開示 

（１）第１次試験の結果 

奈良スーパーアプリにてお知らせします。 

  奈良スーパーアプリで成績を確認いただける状態になりましたら、メールでお知らせいたします。 

開示内容：第１次試験の総合得点、種目別試験結果及び順位 
 

 

（２）第２次試験以降の結果 

受験した各自治体の要綱等に基づき実施しますので、開示の方法、期間、場所等は各自治体に問い合

わせてください。 

 

10 合格から採用まで 

（１）最終合格者は、各自治体それぞれの手続に基づき、採用されます。  

（２）採用は、原則として令和９年４月１日以降の予定です。ただし、学校の既卒者については、令和９年 

４月１日より前に採用されることがあります。 

（３）受験申込の内容が虚偽である場合、職員として採用される資格を失います。 
 
 

11 日本国籍を有しない人の任用について 

「日本国籍を有しない人は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わることはできない。」と

する公務員に関する基本原則に基づいた任用がなされます。 

（１）日本国籍を有しない人は、公権力の行使に携わる職や公の意思の形成への参画に携わる職以外の職

に任用されます。 

（２）日本国籍を有しない人は、採用時に「在留中の活動に制限のない在留資格」がない場合には採用され

ません。 
 
 

12 給与 

 初任給は、各自治体の条例等の規定により定められた額が支給されます。 

条件 金額 

大学新卒 232,000円 

高等学校新卒 200,300～206,700円 

※ このほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、地域手当、期末手当、勤勉手当等がそれぞれの条件に応じ

て支給されます。 

※ 初任給は、採用前の経歴などに応じて加算されることがあります。 

 
 

13 その他 

災害等で試験が実施できない場合などの緊急のお知らせや変更事項は、サイトに掲載しますので、必

ず確認してください。 


